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群馬県特定最低賃金の引上げ

群馬地方最低賃金審議会の答申

群馬地方最低賃金審議会（会長 新井 博 弁護士）は、本年８月２６日、群馬

労働局長（谷川 隆一）から「群馬県製鋼･製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃

金」など４業種の特定最低賃金（産業別最低賃金）の改正決定について諮問を受け、

専門部会を設けて慎重に調査審議を重ねてきた結果、本年１０月２７日、群馬労働

局長に対して別紙のとおり群馬県特定最低賃金を引上げる答申を行った。

群馬労働局では、この答申の内容について公示を行い、関係使用者及び関係労働

者からの異議申出に関する手続きを経て、改正決定を行う予定である。

なお、群馬県最低賃金（地域別最低賃金）は、本年１０月７日に改正発効し、時

間額６９０円（６８８円から２円の引上げ）となっている。



別 紙

特定最低賃金の件名 答申日
答申のあった

時間額
引上額

引上率

％

群馬県製鋼･製鋼圧延業、鉄素形材製

造業最低賃金

（略称：製鋼・鉄素形材製造業最低賃金）

10月27日 ７９９円 ４円 0.50

群馬県ポンプ・圧縮機器、一般産業用

機械・装置、その他のはん用機械・同

部分品、金属加工機械、その他の生産

用機械・同部分品、事務用機械器具、

サービス用・娯楽用機械器具製造業最

低賃金

（略称：一般機械器具製造業最低賃金）

10月27日 ７８８円 ４円 0.51

群馬県電子部品・デバイス・電子回

路、電気機械器具、情報通信機械器具

製造業最低賃金

（略称：電気機械器具製造業最低賃金）

10月27日 ７８６円 ４円 0.51

群馬県輸送用機械器具製造業最低賃金

（略称：輸送用機械器具製造業最低賃金）

10月27日 ７８８円 ４円 0.51



参 考

群馬県の最低賃金額の推移（過去５年間）

特定最低賃金の件名 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

製鋼・鉄素形材製造業最低賃金 ７６３円 ７７３円 ７８４円 ７８７円 ７９５円

一般機械器具製造業最低賃金 ７５３円 ７６３円 ７７４円 ７７７円 ７８４円

電気機械器具製造業最低賃金 ７５１円 ７６１円 ７７２円 ７７５円 ７８２円

輸送用機械器具製造業最低賃金 ７５３円 ７６３円 ７７４円 ７７７円 ７８４円

群馬県最低賃金

（地域別最低賃金）
６５４円 ６６４円 ６７５円 ６７６円 ６８８円

群馬県内では、すべての使用者・労働者に適用される「群馬県最低賃金（地域別

最低賃金）」のほかに、特定の産業に適用される「特定最低賃金」が設定されてお

り、これらの産業では、群馬県最低賃金と特定最低賃金が重複して適用されますが、

より金額の高い「特定最低賃金」以上の賃金を支払う必要があります。

ただし、次に掲げる者については、特定最低賃金の適用から除外され「群馬県最

低賃金（地域別最低賃金）」が適用されます。

（１）１８歳未満又は６５歳以上の者

（２）雇入れ後６月未満の者であって技能習得中のもの

（３）清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者

（４）各特定最低賃金において定められた業務に主として従事する者（別表）

※ 「特定最低賃金」は、従来の「産業別最低賃金」が、平成２０年７月１日から

施行された「最低賃金法の一部を改正する法律」により名称変更となったもの

です。



別 表

製鋼・鉄素形材製造業最低賃金

手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行うバリ取り、選

別、袋詰め、箱入れ、箱詰め、表示、検数、秤量その他これらに準ずる軽

易な業務

一般機械器具製造業最低賃金

イ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻

線、かしめ、取付け、組付け、はんだ付け、バリ取り、選別、袋詰

め、箱入れ又は箱詰めの業務

ロ 手作業による包装、洗浄、レッテルはり、検数、秤量、部品の差し、

曲げ又は切りの業務

ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理その他これらに準ずる軽易な業務

電気機械器具製造業最低賃金

イ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻

線、かしめ、取付け、組付け、はんだ付け、バリ取り、選別、袋詰

め、箱入れ又は箱詰めの業務

ロ 軽易な運搬、工具又は部品の整理その他これらに準ずる軽易な業務

輸送用機械器具製造業最低賃金

イ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻

線、かしめ、取付け、組付け、はんだ付け、バリ取り、選別、袋詰

め、箱入れ又は箱詰めの業務

ロ 手作業による包装、洗浄、レッテルはり、検数、秤量、部品の差し、

曲げ又は切りの業務

ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理その他これらに準ずる軽易な業務


